
第８１回東京箱根間往復大学駅伝競走開催要項（案） 
1. 主 催 関東学生陸上競技連盟 
2. 共 催 読売新聞社 
3. 後 援 報知新聞社 日本テレビ放送網株式会社 
4. 特 別 協 賛 サッポロビール株式会社 
5. 協 賛 ミズノ株式会社 敷島製パン株式会社 本田技研工業株式会社 
6. 運 営 協 力 （社）東京陸上競技協会 神奈川陸上競技協会 名橋日本橋保存会 箱根町 トヨタ自動車株式会社 （株）陸上競技社 
7. 期 日 平成１７年１月２日（日）～１月３日（月） 
  第１日目（１月２日） 大手町読売新聞東京本社前 午前８時出発 
     箱根町芦ノ湖駐車場入口  午後１時３０分頃到着 
  第２日目（１月３日） 箱根町芦ノ湖駐車場入口  午前８時出発 
     大手町読売新聞東京本社前 午後１時３０分頃到着 
8. 競 走 路 往路（108.0km） 大手町読売新聞東京本社前 － 日比谷 － 西新橋 － 三田 － 品川 － 六郷橋 － 鶴見 － 横浜駅 － 
    － 保土ヶ谷 － 戸塚 － 藤沢 － 平塚 － 大磯 － 二宮 － 小田原 － 元箱根 － 箱根町芦ノ湖駐車場入口 
  復路（109.9km） 箱根町芦ノ湖駐車場入口 － 元箱根 － 小田原 － 二宮 － 大磯 － 平塚 － 藤沢 － 戸塚 － 保土ヶ谷 － 
    － 横浜駅 － 鶴見 － 六郷橋 － 品川 － 三田 － 西新橋 － 日本橋 － 大手町読売新聞東京本社前 
  往路復路合計距離 217.9ｋｍ 
9. 区 間 第１区（21.4km）大手町読売新聞東京本社前～鶴見 
  第２区（23.2km）鶴見～戸塚 
  第３区（21.5km）戸塚～平塚 
  第４区（21.0km）平塚～小田原 
  第５区（20.9km）小田原～箱根町芦ノ湖駐車場入口 
  第６区（20.8km）箱根町芦ノ湖駐車場入口～小田原 
  第７区（21.3km）小田原～平塚 
  第８区（21.5km）平塚～戸塚 
  第９区（23.2km）戸塚～鶴見 
  第１０区（23.1km）鶴見～日本橋～大手町読売新聞東京本社前 
10. 参加チーム ２０チーム 
  駒澤大学 東海大学 亜細亜大学 法政大学 順天堂大学 東洋大学 中央大学 神奈川大学 日本体育大学 日本大学 早稲田大学 

大東文化大学 明治大学 専修大学 山梨学院大学 中央学院大学 拓殖大学 城西大学 帝京大学 関東学連選抜チーム 以上２０チーム 
11. 参 加 資 格 １．参加校所属の本連盟登録競技者で、本大会出場申込回数が４回を越えない者。（予選会のみ出場の場合も回数に含まれる。） 
    なお、出場とはエントリーした時点で出場とする。 
  ２．当駅伝競走に関する内規第２章「参加資格および申込み」、第４条～第７条の条件をすべて満たす本連盟加盟校登録競技者であること。 
12. 申 込 期 日 ＜チームエントリー＞ 
   及 び 平成１６年１２月１０日（金） １６名以内   場所  恵比寿ガーデンプレイスタワー４Ｆ「ＳＰＡＣＥ６」Ａ－１ １０時３０分 
  エントリー ※出場チームは必ず当日１０時３０分までにメンバー表を関東学生陸上競技連盟事務所にＦＡＸすること。 

＜区間エントリー＞ 
  平成１６年１２月２９日（水） 正競技者１０名 
        補欠競技者４名以内  場所  関東学生陸上競技連盟事務所      １１時３０分 
  ※出場チームは必ず当日１１時３０分までにメンバー表を関東学生陸上競技連盟事務所にＦＡＸすること。 
13. メンバー変更 １．往路、復路とも、当日朝レース開始１時間前に受け付ける。 
  ２．変更は正競技者と補欠競技者との交替のみとし、区間変更は認めない。 
14. 表 彰 １．総合優勝校には賞状、優勝カップ、金メダル、優勝旗等を授与する。 
  ２．準優勝校、３位には賞状、カップ、メダルを授与する。 
  ３．総合４位から１０位までには賞状とトロフィーを授与する。 
  ４．往路優勝校、復路優勝校には賞状、トロフィー、副賞を授与する。 
  ５．区間１位には賞状とトロフィーを授与する。 
  ６．優勝校の監督には記念品を授与する。 
  ７．最優秀選手には金栗杯を授与する。 
  ８．表彰式は大会終了後、閉会式場で行う。ただし、往路優勝の表彰については、１日目終了後に芦ノ湖フィニッシュ付近で行う。 
15. 閉 会 式 平成１７年１月３日（月）１６時００分から東京ドームホテルＢ１大宴会場「天空」において行う。 
16. 監 督 会 議 １．平成１７年１月２日（日）１５時３０分から箱根ホテルＢ１において行う。 
  ２．平成１７年１月３日（月）１５時３０分から東京ドームホテルＢ１中宴会場「オーロラ」において行う。 
17. 競 技 方 法 当駅伝競走競技実施要項、並びに当駅伝競走に関する内規第５章「競技細則」第１５条～第２１条に基づいて行う。選抜チームはオープン参加とする。

  ただし、各区間の成績は認める。 
18. そ の 他 １．自動車、自動二輪車、自転車等の車輌による応援は一切禁止する。スタート地点、フィニッシュ地点、中継所の前後１００ｍ以内での校旗、部旗、

    その他、大学を標示する横幕、旗等の掲出は一切禁止する。 
  ２．本競技中の不慮の事故等については、主催者側で応急処置は行うが、その後の処置は各自（各校）で行うこと。なお、事故の結果等について本連

    盟は責任を負わない。ただし、競技者、審判、役員については大会当日の災害保険に加入し、万が一の事故の場合に対応する。 
  ３．その他の事項については、当駅伝競走競技実施要項、並びに当駅伝競走に関する内規に基づいて行う。 
19. ドーピング検査 ドーピング検査を指名された競技者は、役員の指示に従ってドーピングコントロールルームにおいてテストを受けること。 
20. 連 絡 先 関東学生陸上競技連盟 事務所 
  〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－１０－７ ＪＭビル３Ｆ 
   （ＴＥＬ ０３－５４１１－１４８８ ＦＡＸ ０３－５４１１－１４９９） 
21. 付 記 大会当日の本部を以下に設置する。 
  東京総本部 読売新聞東京本社９Ｆ本部記録センター 
  箱根本部 箱根ホテル内 



第８１回東京箱根間往復大学駅伝競走競技実施要項（案） 
 
［１］ 概 要 
 
１．走 行 方 法 ① 

② 
③ 
④ 
⑤ 

各チーム各区間とも１人の競技者で競走し、伴走は一切認めない。 
各競技者とも走行は１区間に限る。 
競技者は原則として車道の左側を走る。 
競技者は理由の如何を問わず、競技中にいかなる人の手助けも受けてはならない。 
禁止薬物の使用は厳禁とする。 
 

２．服 装 
  ナンバーカード 
  タ ス キ 

① 
 
② 
 
③ 

各チーム統一のランニング用シャツ、ランニング用パンツを使用し、胸と背部に大会本部指定のナンバーカードを取り付けること。ト

レーニングシャツ等着用の場合も同様とする。ただし、選抜チームは所属校のシャツ、パンツの着用を認める。 
各チームとも、事前に本連盟に提出した各チーム独自のタスキ２本のうち、１本をスタートからフィニッシュまで中継する。残りの１

本は大会本部で保管する。 
繰り上げ出発のチームは、大会本部で用意する黄色と白色のストライプのタスキを使用する。ただし、５区、１０区は各校独自のタス

キを使用する。 
 

３．走 行 不 可 能 
  途 中 棄 権 

① 
 
 
② 

競技者が競技中に故障などによって走行困難となり、歩行、立ち止まり、横臥の行動に移った場合、本人がなおその競技続行の意思を

持っていても、運営管理車に同乗の競技運営委員、走路管理員、監督またはコーチの三者合意により競技を中止させる。 
競技の中止は競技運営委員が赤旗をあげ、走者にマイクで通告することによって示す。 
故障などにより走行困難となり、競技を中止、途中棄権となった場合、その区間の前区間までの記録は公式に認められる。次区間から

は、オープン参加として、繰り上げ出発により走行は許されるが、区間成績は認められない。 
 

４．抗 議 ① 
② 
本競技に関する抗議は、競技中または競技終了後、成績発表してから３０分までこれを受け付ける。 
抗議は口頭によってでも出来るが、最終的に書面をもって審判長あるいは総務に提起するものとする。 
 

５．同タイムの順位 繰り上げ出発等により、ゴールの着順が成績順位を示さない場合の同タイム校の順位決定は、区間上位者数の多少によるものとする。すな

わち、まず区間１位の数で比較し、それが同数の場合は区間２位の数と、一つずつ順位を下げて数を比較し、多い方を上位とする。ただし、

区間１０位まですべて同数の同タイム校が複数になった場合は同順位とし、翌年へのシード権を与える。 
 

［２］ 交通流動の円滑化及び事故防止対策 
 
１．中 継 所 ① 

② 
中継所におけるタスキの受け渡しは、車道以外の区域または車道左端で行う。 
中継所における繰り上げ出発は次の通りとする。 

   往路・復路すべての中継所で先頭走者から２０分遅れたチームは車両混雑が予想されるため、各中継所審判主任の裁定で前走者が到 
 着しなくても次の走者を出発させる。（ただし、往路鶴見・戸塚中継所についてのみ１０分とする） 

 ③ 
④ 
復路のスタートは１位から１０分以内の大学は時差出発を行い、その他の大学は１位校のスタートから１０分後に同時出発する。 
中継所交通整理 

   ア．中継所は先頭走者到着１時間前に審判員を配置し、道路環境整備にあたる。 
 イ．主催者は前もって中継所に広告板を用意し、走者の到着（予定時間）を明示する。 
 ウ．車載無線、無線マイクロスピーカー等を活用して、中継所の広報活動を広範囲に行う。 
 エ．中継線より前後５０ｍ（中継線より進行方向２０ｍはタスキリレーゾーン）は、役員・競技者以外一切立入禁止とする。付き添 
   い人のゾーン内立入りについては各中継所審判主任の指示に従うこと。 
 オ．中継所の前後２００ｍ以内には、いかなる車両も止めてはならない。 
 

２．走 行 隊 形 ＴＶ車、共同カメラ車、白バイ、競技者、運営管理車、緊急対応車②、医務車、ただし、大会本部車は適宜前後する。 
 

３．車 両 編 成 本競技のために使用する車両は競技運営の円滑化と競技者の安全確保のため、必要最小限度の台数とする。 
    使用台数３１台・オートバイ２台 
①競技関係車両 使用台数：２３台 
  大会本部車１台、運営管理車２０台、緊急対応車②１台、医務車１台 
②報道関係車両 使用台数８台 オートバイ２台 
  テレビ中継車３台、ラジオ放送車１台、共同カメラ車（小型トラック）１台 
  読売新聞社２台、報知新聞社１台 テレビオートバイ２台  

  
４．沿道における 
  交 通 整 理 

① 
② 
沿道における交通整理員（走路員）として学生及び審判員を配置し、現場の警察官の指示に従う。 
災害時または緊急自動車接近の際は、一切現場警察官の指示に従う。 
 

５．そ の 他 警視庁、神奈川県警本部の道路使用許可条件に違反した場合、及び各大学並びにその関係者が、他の一般人あるいは当駅伝競走に対して迷

惑行為を行った場合は、出場チームに相応の罰則が与えられる。 
 


